
陳情第 ３２ 号 

 

２０１１年度年金引き下げの撤回と 

無年金・低年金者に緊急措置を求めることについて 

 

要 旨 

２０１０年の消費者物価指数の低下が見込まれているものの、生活必需品は値上がりし

ており、高齢者の生活はますます苦しくなっている。政府が予定している２０１１年度の

年金引き下げ改定の撤回と、基礎年金国庫負担３．３万円のすべての高齢者への保障を求

める。 

 

理 由 

年金課税の大幅引き上げに加えて、医療・介護の保険料の引き上げが続いています。頼

みの綱の年金は、この１０年来３度にわたって引き下げられましたが１回も上げられたこ

とはありません。そのため高齢者は、年金額低下とともに生活費に使える実収入の激減に

苦しんでいます。無年金・低年金者は、特にきびしい生活に追い込まれ、電気代が払えな

いための熱中症死や受診抑制によって命を縮める事態さえ起きています。 

特に２００８年には、国際投機資金の投機による原油・穀物などの高騰に伴う異常な物

価高にみまわれましたが、２００９年度年金は据え置かれたままです。２０１０年の消費

者物価指数の低下が見込まれていますが、低下の要因は、薄型テレビ・ＩＴ機器などの値

下がりや高校授業料無料化などです。生鮮食品やガソリン・灯油などの生活必需品は値上

がりしており、高齢者の生活がますます苦しくなっているのが実情です。 

年金支給額は、国民所得の１０％に相当する大きさです。その低下は、いま強く求めら

れている国内需要の拡大に逆行することは明らかです。首都圏など大都市圏を除いて地方

経済に占める年金収入の重要さはさらに大であり、その低下は地方経済に少なくない影響

を及ぼします。また、無年金・低年金者への一定の所得保障は経済成長にも大いに寄与す

ると思われます。 

２０００年度から３年間、政府は、高齢者の生活と経済への悪影響に配慮して、物価指

数低下に関わらず年金を据え置いた実績があります。「景気回復に万全を期す」として証券

優遇税制の延長を打ち出している政府は、先例に倣って、高齢者の生活と「景気回復」へ

の同様の配慮をすべきものと考えます。 

よって、私たちは、２０１１年度年金据え置きとすべての高齢者に基礎年金国庫負担の

保障を求めて、地方自治法９９条にもとづき、意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、財

務大臣に送付することを陳情するものです。 

 

陳情項目 

１． 消費者物価指数の低下を理由に政府が予定している２０１１年度の年金引き下げ改

定に対し、その撤回を求めます。 

２． 無年金・低年金者の生活実態に配慮して基礎年金国庫負担３．３万円のすべての高

齢者への保障を求めます。 
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